
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（策定）令和８年３月 

松阪市建設部地籍用地課 
 

 

松阪市地籍調査事業計画書 

令和８年度〜令和１１年度 

 

（案） 



 

はじめに 

 

 

 地籍調査の再開にあたり 

 

地籍調査は、皆さまの土地について、「どこまでが自分の土地か(境界)」や「広さ(面積)」、

「所有者」などを、資料の確認と現地での立会い、測量によって確かめ、正確な土地の情

報として整える調査です。この調査が進むことで、土地の情報がより分かりやすくなり、

将来にわたって安心して土地を利用できる基盤が整います。 

 

国では、令和２年に第７次国土調査事業十箇年計画を閣議決定し、全国の地籍調査を計

画的に進めており、松阪市もこの方針に沿って取組を進めます。 

 

さて、地籍調査の進捗状況は、全国平均で５３％、三重県で約１０％である一方、松阪

市では約５％にとどまっており、全国や県と比べても低い状況です。 

また近年、南海トラフ地震などの大規模地震の発生が懸念されており、松阪市の沿岸部

では津波による浸水被害も想定されています。災害が起きたときに、早く復旧・復興を進

めるための備え(事前防災)としても、土地の境界や面積が正確に把握されていることは大

変重要です。 

 

こうした状況を踏まえ、松阪市では、３３年間休止していた地籍調査を再開するため、

令和７年度に地籍用地課を設置し、実施体制を整えました。あわせて、今後の進め方や優

先順位、実施予定を分かりやすく示すため、「地籍調査事業計画書」を作成いたしました。 

 

今後は市が主体となって、国・県と連携しながら事業を進めます。また、専門的な知識

と経験を有する民間事業者の力も活用し、丁寧で効率的な調査に努めます。 

 

最後に、地籍調査は、「松阪市総合計画」において施策「快適な生活」に位置付けられて

おり、暮らしの基盤を整えるうえで重要な役割を担っています。松阪市としましては、本

計画に基づき、計画的かつ着実に事業を推進してまいりますので、土地所有者の皆さまを

はじめ関係の皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

令和８年３月 

 

                       松阪市長  竹 上 真 人 
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第１章 事業計画の作成 

                                         

  

 

 

 

１－１ 事業計画作成の目的と位置付け 

 

本計画は、松阪市が実施する地籍調査事業を計画的かつ継続的に推進するため、本市に

おける地籍の状況を把握するとともに、今後の事業目的及び実施計画を明確にすることを

目的として策定するものです。 

策定にあたっては、「第７次国土調査事業十箇年計画」及び「三重県地籍調査推進の取組

方針」、並びに「松阪市国土強靭化地域計画」と整合を図っています。 

また、本市の上位計画である「松阪市総合計画」に掲げる施策「快適な生活」及び「松

阪市都市計画マスタープラン」に掲げる「安全なまちづくりの方針」の実現に役立つ計画

として位置付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－２ 調査対象区域 

 

本計画の対象区域は、松阪市全域です。 

既に地籍調査事業、土地改良事業、土地区画整理事業のほか、法務局地図作成事業によ

り、法務局に地籍調査と同等の精度を持つ地図（不動産登記法第１４条の地図）が備え付

けられている地域や国有林は調査から除外します。 

 

１－３ 計画期間 

 

本計画は、「第７次国土調査事業十箇年計画」との整合を図り策定することから、計画

期間を令和８年度から令和１１年度までとします。 

なお、本計画は、社会・経済情勢の変化や財政状況等を踏まえ、計画期間内であっても

必要に応じて見直すものとします。 

また、令和１２年度以降は、次期国土調査事業十箇年計画に沿って、継続的に計画を策

定してまいります。 
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第１章 事業計画の作成 

                                          

 

１－４ 全体計画の策定にあたって 

  

（１）全体計画の位置付け 

全体計画とは、地籍調査を実施する対象区域、面積、筆数、概算事業費など事業の

大枠を整理したうえで、調査地区の区割りや単位計画区を設定し、想定される調査年

次を示すものです。 

本計画は、事業を計画的かつ継続的に推進するための指針であり、各年度の年次計

画策定の基礎となるものです。あわせて、進捗管理を通じて作業の遅延や手戻りを抑

え、所定の品質を確保するための基本方針として位置付けます。 

 

（２）地域特性と課題 

松阪市における調査対象区域は広大であり、地区数や筆数も非常に多いため、全区

域の完了までには長期間を要します。限られた体制や予算の中で事業効果を最大化す

るためには、地区ごとの優先順位や事業量配分の最適化が不可欠です。 

したがって、本計画では、地域の状況を踏まえて複数の地区を並行して実施するな

ど、効率的な実施方法を検討し、着実な進捗を図ることとします。 

 

（３）策定の方針と見直し 

地籍調査は、国の「国土調査事業十箇年計画」や予算配分、社会情勢の変化に影響

を受けます。そのため、長期間にわたる計画を固定的に定めるのではなく、状況に応

じて柔軟に見直す必要があります。 

よって、本計画では、「第７次国土調査事業十箇年計画」に沿った期間を設定し、

その期間内における年次計画を定めます。計画期間終了後には、進捗状況や社会情勢

を踏まえて次期計画を策定し、継続的に事業を推進します。 

なお、記載する面積、筆数、事業費等は現時点での概数とし、各地区の着手時等に

精査を行うものとします。 
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２－１ 地籍調査とは 

 

地籍調査とは、「国土調査法」（昭和２６年法律第１８０号）に基づき、主に市町村が主

体となって一筆ごとの土地について、その所有者、地番及び地目を調査し、境界の位置と

面積に関する測量を行い、土地の地図（地籍図）と土地の台帳（地籍簿）を作成する作業

です。 

地籍調査で得られた成果は、国・県の手続きを経てその写しが法務局に送付され、土地

の台帳（地籍簿）に基づき、土地の表示に関する登記等の記録内容が改められるとともに、

土地の地図（地籍図）がそれまでの図面に替えて、正式な「地図」（公図）として備え付け

られます。 

土地に関する「地籍」は個人の固有情報である「戸籍」に相当するもので、地籍調査で

得られた情報は土地に関する様々な場面で活用されます。 

 

２－２ 地籍調査の目的 

 

現在法務局に備え付けられている地図や図面は、昭和２５年の不動産登記制度の整備に

伴い、土地台帳付属地図などが法務局に引き継がれ、土地の記録として備え付けられるよ

うになった経緯があります。 

これらの地図は、明治時代の地租改正時に作成された図面(公図など)を基にしているた

め、境界や形状が現状と異なっている場合が多く、登記簿に記載された地目や面積も正確

ではない場合があります。 

地籍調査では、これらの不備・欠陥を補正し、国土の実態を正確に把握するために、土

地一筆ごとに調査・測量を行うもので、地籍調査の成果は、災害対策、社会基盤の整備等

多方面の分野で、円滑な土地利用に役立ちます。 

 

調査前（公図）               調査後（地籍図） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

国土交通省地籍調査Webサイトより引用 
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 第２章 地籍調査の概要 

                                           

 

２－３ 地籍調査の流れと作業工程 

 

 地籍調査は、下図に示した流れで進めていきます。 

 

（１）土地所有者等への説明会 

   調査に先立って、土地所有者や関係者への説明会を 

実施します。 

地籍調査では「Ｂ工程（準備）」と呼びます。 

 

 

 

（２）一筆地調査 

   土地所有者等関係者の立会いにより、境界等の調査を 

行います。 

   地籍調査では「Ｅ２工程（一筆地調査）」と呼びます。 

 

 

 

（３）地籍測量 

   地球上の座標値と結びつけた、一筆ごとの正確な測 

量を行います。 

   地籍調査では「ＦⅡ―１工程（一筆地測量）」と呼び 

ます。 

 

 

（４）地積測定・地籍図等作成 

   各筆の筆界点をもとに、面積を測定し、正確な地籍 

図等の案を作ります。 

   地籍調査では「ＦⅡ―２工程（地籍図原図作成）、Ｇ工程 

（地積測定）、Ｈ工程（地籍簿案作成）」と呼びます。 

 

 

（５）成果の閲覧・確認 

   土地所有者等に、地籍簿と地籍図の案を閲覧して 

いただき、誤り等を訂正する機会を設けます。 

   地籍調査では「Ｈ工程（閲覧・訂正）」と呼びます。  

 

 

（６）法務局への送付 

   法務局では、登記簿が書き改められ、地籍図が地図 

として備え付けられます。 

 

 

 

 

イラストは国土交通省地籍調査Webサイトより引用 
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地籍調査の標準的な工程と内容は下記の通りです。 
 

『工程』とは、地籍調査の作業を適切に管理し、確認(検査)するために、国の基準等に

基づいて区分した作業単位です。地籍調査は、工程ごとに成果を取りまとめ、点検・検査

を経ながら進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

地籍調査の作業内容 
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２－４ 全国の実施状況 

 

 地籍調査は、昭和２６年から行われており、その開始から半世紀以上が過ぎています。

しかしながら、令和６年度末時点における地籍調査の進捗率は、全国平均で５３％となっ

ています。地域別では、都市部（ＤＩＤ）の進捗率が約２７％、山村部（林地）の進捗率

が約４７％と、低い水準となっています。 

また、三重県の進捗率は、令和６年度末で１０％にとどまっており、全国平均に比べ大

きく遅れています。 

 

地籍調査対象地域全体進捗率 

                                    国土交通省地籍調査 Web サイトより引用 

 

備考 
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    面積・進捗率 

 

土地区分 

対象面積 

（㎢） 

令和６年度 

実施面積 

（㎢） 

令和６年度 

までの実績 

面積（㎢） 

進捗率 

（％） 

ＤＩＤ(人口集中地区) 12,673 22 3,436 27 

ＤＩＤ以外 

宅 地 19,453 26 10,125 52 

農用地 77,690 119 55,166 71 

林 地 178,150 456 83,517 47 

合 計 287,966 623 152,244 53 

１．地籍調査対象地域とは、全国土面積（３７７，９７４㎢）から国有林野及び公有水

面等を除いた地域である。 

２．対象面積等は、第７次国土調査事業十箇年計画の作成に当たって精査したものであ

る。 

３．実績面積は、地籍調査以外の成果の活用（国土調査法第１９条第５項の指定）によ

る地籍の明確化を含む、地籍整備が実施された面積である。なお、ＤＩＤの地図混乱

地域を対象として法務局が実施している法務局「地図作成事業」の実績を、地籍調査

対象地域全体におけるＤＩＤの令和６年度までの実績面積に合算すると３，８２３㎢

となり、進捗率は３０％となる。 

４．宅地、農地、林地については、ＤＩＤ以外の地域を分類したものである。 

５．計数は、それぞれ四捨五入によっているので合計及び比率は一致しない場合もあ

る。 

※ ＤＩＤとは、人口集中地区（Ｄｅｎｓｅｌｙ Ｉｎｈａｂｉｔｅｄ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ）

の略語。国勢調査において設定される人口密度が１ｈａ当たり４０人以上、かつ人口

５，０００人以上の地域で、実質的な都市地域を表す。ここでは、平成２７年の国勢

調査をベースとしている。 
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全国の地籍調査の進捗率 

 

全国の実施状況は下図のとおりです。 

進捗率は、東北、北海道、中国、四国、九州地方で高いのに対し、関東から近畿にかけ

ての地域は低くなっています。 

 地籍調査が進まない原因としては、都市部では土地が細かく分割され、境界の確認に多

くの時間が必要なことなどが挙げられます。  

 一方、山村部では、土地所有者の高齢化や管理の低下により現地調査に時間を要するこ

となどが挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（令和６年度末時点） 

国土交通省地籍調査 Web サイトより引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緑  ８０％以上 〜                                               （令和６年度末時点） 
黄緑 ６０％以上 〜 ８０％未満             
黄  ４０％以上 〜 ６０％未満 
橙  ２０％以上 〜 ４０％未満 

赤             〜 ２０％未満 

国土交通省地籍調査 Web サイトより引用 
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地籍調査の完了・実施中の市町村の数は、令和６年度末時点で、１，７４１の市町村とな

っており、内訳は完了市町村数６０８、実施中の市町村数８２１、未着手・休止市町村の

数は３１２となっています。平成２１年度末では７２３市町村が実施中で、平成２３年３

月１１日に発生した東日本大震災を契機として実施中の市町村数が約１割強増加したこ

となどから、地籍調査の重要性に対する認識が高まったことがうかがえます。 

全国の地籍調査における着手の状況 

着手類型 

全国 三重県 

市町村数 

（市町村） 

割合 

（％） 

市町村数 

（市町村） 

割合 

（％） 

完了した市町村 608 35 0 ― 

実施中の市町村 821 47 26 90 

休止中の市町村 209 12 3 10 

未着手の市町村 103 6 0 ― 

合 計 1,741 100 29 100 

                    国土交通省地籍調査 Web サイトより引用 

 

 

２－５ 三重県内の実施状況 

 

県内の進捗率と実施区域は、地籍調査の新規着手時期及び実施対象面積、市街地や山林

の比率などにより大きな差が生じています。 

また、進捗率の低い市町が県南部に多い傾向が見られます。 

 

県内の市町別進捗率（面積ベース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（令和６年度末時点） 

国土交通省地籍調査 Web サイトの数字を基に作成 
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 三重県の地籍調査の進捗状況は下図のとおりです。 

  

伊勢湾沿岸の平野部などは、市街地や農地が広がり人口も多く、土地が細分化しやすく、

関係者が多くなることから、境界確認に係る合意形成に時間を要する場合があります。 

一方で、土地区画整理、大規模開発、道路整備、土地改良などの事業が行われてきた地

区もあり、地籍について一定程度整理されている地区が見受けられます。 

これに対し、奈良県境に近い山間部や熊野灘沿岸の急峻な地形を有する地域などでは、

現地へのアクセスや見通しの確保が難しいこと、境界標の確認や測量に時間を要すること

などから、地籍調査の進捗が相対的に伸びにくい傾向が見られます。 

 

三重県地籍調査実施状況図 
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令和６年度末時点 

国土交通省地籍調査 Web サイトより引用 
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３－１ 位置、地勢 

 

 松阪市の総面積は６２３．５８㎢と、県内では２番目に広く、西は奈良県との県境から東

は伊勢湾まで５０㎞に及ぶ広大な面積を有しており、地形も平野部から山村部まで変化に

富んでいます。 

 伊勢湾に面した平野部は道路や鉄道等の交通機関が発達しており、住宅や商業施設、工

場が立地しているほか、農地や農村集落、漁村集落で形成されています。 

 また、松阪駅周辺は商業、公共施設が集中した中心市街地として機能しています。 

市西部の山村部は森林と集落地を中心とした地域であり、土地利用は、松阪市域の約７

割を占める山林や原野が中心です。あわせて、景観・観光資源等が分布しています。 

 

３－２ 地籍調査の進捗状況 

 

 松阪市の地籍調査は昭和３２年に着手しましたが、平成４年度を最後に休止しています。

休止までの間に、合併前の旧飯南町及び旧三雲町の各一部地区で地籍調査を実施しており、

地籍調査の対象面積（総面積から国有林等の除外区域を除いた面積）は５９６．０２km2、

そのうち調査済み面積は３２．５６km2で、進捗率は５．４６％となっています。 

松阪市地籍調査実施状況表 

 

 

 

 

 

 

 

 

地籍調査以外にも、事業の目的はそれぞれ異なるものの、土地に関する基礎資料として

活用が見込まれる調査・測量が実施されています。市街地等における主な実施状況は次の

とおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「松阪市地籍調査類似事業確認図」は１２ページをご参照ください。 

※ 「法務局地図作成事業実施地区図」は１３ページをご参照ください。 

※ 「松阪市都市部官民境界基本調査図」は１４ページをご参照ください。 

※ 「松阪市街区基準点配置図」は１５ページをご参照ください。 
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農地では、土地改良法に基づく農業の効率化や安定化を目的とした「ほ場整備」が市内

各地で実施されており、境界の把握や土地利用の整理に役立つ条件が整っている地区が多

数あります。 

また、山間部では、松阪飯南森林組合及び林業振興課による森林境界明確化活動の取組

として、森林管理境界の確認を平成１６年度から継続的に実施しています。令和６年度末

時点の実績では、飯高地域や嬉野地域の一部など約９，０００㏊が実施済みとなっていま

す。 

さらに、市街地の一部では街区基準点が整備されており、当該地区で地籍調査を実施す

る際には、測量の精度確保、作業の効率化、コスト縮減の面で効果が期待されます。 

なお、法務局による「地図作成事業」は今後も継続的に実施される見込みであるため、

実施区域や成果の内容を随時把握し、地籍調査の地区選定や事業推進に活用できるよう整

理します。 

これらの成果は地籍調査の成果として扱えない場合があるものの、貴重な基礎資料とし

て整理・把握し、今後の事業に活用します。 

 

３－３ 地籍調査の再開背景 

 

松阪市が地籍調査を再開する理由として、災害時の復旧・復興の迅速化や所有者不明な

どの土地管理課題への対応として、土地の基礎情報を整備しておく必要性があります。ま

た、相続登記の義務化等の制度環境の変化も踏まえ、これらを契機に再開することとしま

す。 

 

（１）災害対応・復旧の迅速化 

本市は平成４年度以降休止しておりましたが、その間、阪神・淡路大震災、新潟県

中越沖地震、東日本大震災、能登半島地震などの大規模災害がありました。 

平成２３年に発生した東日本大震災では、地籍調査の成果が復旧・復興に大きく貢

献し、全国的にも地籍調査の重要性が再認識されました。 

今後、南海トラフ地震での影響を受けることが予想される本市においても、防災・

減災や復旧・復興の迅速化に対する備えが必要です。 

 

（２）所有者不明土地・空き家問題への対応の迅速化 

   地籍調査において境界を確認し調査時点の土地所有者（相続人等を含む）を調査し

ておくことで、将来所有者不明土地や空き家が発生し問題が生じた際に速やかに対応

ができます。 

 

（３）インフラ整備・まちづくりの円滑化 

   道路整備、河川改修、再開発などの公共事業では、面的な一定の範囲の正確な土地

情報が不可欠です。 

   地籍調査が行われた地域では、土地に関する事業を迅速に進めることができます。 

 

（４）相続登記の義務化 

   地籍調査では、土地所有者に立会いや閲覧を依頼するため土地所有者の所在を調査

する必要があり、相続が発生している場合は、相続人の戸籍調査を行った後で各相続

人の所在を調査する必要があります。 

相続人の調査には相当の時間を要しますが、令和６年４月１日から相続登記が義務

化されたため、負担軽減につながることが期待されます。 
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松阪市地籍調査類似事業確認図 
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出典：ハザードマップポータルサイトに加筆 
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法務局地図作成事業実施地区図 
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 令和７年度 

 令和８年度 

 実施予定地区 

 平成２４年度 

 平成２５年度 

 実施地区 
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松阪市都市部官民境界基本調査図 
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  出典：国土地理院 基準点成果等閲覧サービスより引用 
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松阪市街区基準点配置図 
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３－４ 調査計画と優先地区 

  

（１）調査計画 

国の「第７次国土調査事業十箇年計画」では、地域の現況や災害リスク等を勘案し、

情報整備する必要性が高い地域については、優先的に地籍調査を実施するものとされ

ています。 

松阪市においても、近い将来の発生が想定されている南海トラフ地震により、沿岸

部では津波による浸水被害が見込まれます。このため、地籍調査は伊勢湾と国道２３

号に挟まれた平野部から優先的に調査を開始します。 

また、市街地では、ММＳ（モービルマッピングシステム：車両に機材を搭載し、

走行しながら情報を収集する方法）を活用し、効率的な調査の実施を目指します。 

山村部についても、土砂災害や豪雨災害のリスクがあることから、防災・減災、復

旧・復興に向けた備えとして、地籍調査の推進は重要です。一方で、本市の森林は 

４００㎢を超える広大な面積を有し、土地所有者の高齢化や管理状況の低下等により

従来の手法による調査が困難となることが想定されます。 

近年は測量技術が進展し、空中写真や航空レーザ測量から得られる高精度なリモー

トセンシングデータを活用した地籍調査が可能になり、広範囲を効率的に測量できる

ことから、本市においても新技術を活用し、効率的な調査の実施を目指します。 

なお、市内の山林では、「森林境界明確化事業」が継続して実施されており、同事業

との連携により、山林における地籍調査の効率化を図ります。調査区域については、

国の「国土調査事業十箇年計画」の策定時期に合わせて見直しを行い、本市の事業推

進体制等を勘案しながら、効率的に調査を進めます。 

 

地籍調査 調査計画図 
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（２）優先地区 

地籍調査は伊勢湾と国道２３号に挟まれた平野部から調査します。その中でも松阪

市津波ハザードマップにおいて津波の浸水が想定される地域のうち、住宅が密集した

地区から優先して調査を実施します。 

当該平野部の詳細は下記のとおりです。 
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出典：人口、世帯数、地区面積は令和２年の国勢調査より引用 
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優先地区の概要については表のとおりであり、優先地区内には 7 地区２６町が含ま

れます。これらのうち、伊勢湾と国道２３号に挟まれた平野部の面積は合計 22.55

㎢であり、このうち宅地は１１.３４㎢となっています。 

宅地は、居住や事業活動が集積し、住民生活の安心確保や円滑な土地利用に直結す

る効果が期待できることや、災害発生時には、被災状況の把握や復旧・復興に向けた

手続を迅速に進めるうえでも、正確な土地情報の整備が重要となることから、宅地を

優先して調査を進めることとします。 

以上を踏まえ、当該宅地の面積である１１.３４㎢を到達目標として設定し、計画的

に調査を推進します。 

 

直近の調査計画は下記のとおりです。 

令和８年度から調査に着手し、「港地区１」の成果の登記完了後、複数の地区の調査

を並行して行うことで、調査の効率化を図る計画です。 

 

                 調査計画表 
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４－１ 着手地区 

  

令和８年度から調査に着手する地区は港地区(新松ヶ島町、町平尾町、猟師町)を選定し

ました。着手順に「港地区１」「港地区２」「港地区３」と称します。 

 

選定理由 

・居住者が比較的集中する住宅地であることから、土地境界等の基礎情報を整備する効 

果が大きいこと 

・本地区は沿岸部に位置し、松阪市津波避難計画において「避難道路狭あい地域」に位 

置づけられていること 

・地震等により家屋の倒壊や構造物の損壊が生じた場合、道路が閉塞しやすく避難・救 

助・復旧活動に支障を来すおそれがあること 

・このため、避難路確保に向けた道路整備等の基盤整備を円滑に進める観点からも、土 

地境界等の基礎情報を早期に整備する必要性が高いこと 

 

以上により、「港地区１」は特に海に近い区域の住宅地とし、「港地区２」及び「港地区 

３」は、「港地区１」に隣接する住宅地を中心とした区域を対象としました。 

 

地籍調査着手予定区域図 
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            調査地区概要及び年度別工程表  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度は、「港地区１〜３」を対象としたＣ工程及び「港地区１」のＥ１工程に着手

します。「港地区１」が完了する令和１１年度までに行う作業工程は次のとおりです。 

 

〇令和８年度（１年目） 

① Ｃ工程（地籍図根三角測量） 

「港地区１〜港地区３」にある既存の基準点は点の間隔が広く、十分な精度管理が

難しい状況です。これを改善するため実施区域内で測量に適した間隔や位置に新たに

基準点を設置し、観測・計算により求められた成果を測量の基準とします。 

 

② Ｅ１工程（一筆地調査：資料収集・素図作成） 

「港地区１」の調査対象である約３００筆について法務局にある登記情報の収集・

整理と、登記名義人、相続人などの所在を確認し、関係者名簿を作成します。また、

法務局にある図面を複製して登記情報等と照合し、現地の調査で使用する図面（調査

図素図）と登記内容を要約した地籍調査票を作成します。また、境界確認時の参考と

なる図面、資料等の収集を行います。 

 

〇令和９年度（２年目） 

③ Ｅ２工程（一筆地調査：現地調査・境界確認） 

Ｅ1 工程により作成した関係者名簿と図面（調査図素図）及び収集した参考資料に

より、現地で関係者の立会いのもと、各筆の境界（筆界）を確認していただきます。

確認できた境界には境界標を設置し、合わせて地番、地目等の調査も行い地籍調査票

及び調査図素図に整理します。 

 

④ ＦⅠ工程（細部図根測量） 

境界標を測量するために、座標が確定している基準点をもとに地域内に細かく補助

基準点を設置します。計算結果は点検を行い、所定の精度を満たしていることを確認

します。 
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⑤ ＦⅡ－１工程（一筆地測量） 

一筆地調査により設置した境界標を基準点等から測量します。測量結果をもとに座

標値を計算します。また、誤差や不整合の点検を行い、必要に応じて補測・再計算を

行います。 

 

〇令和１０年度（３年目） 

⑥ ＦⅡ－２工程（地籍図原図の作成） 

一筆地測量の成果や一筆地調査の結果に基づき、地籍図原図を作成します。あわせ

て区域全体で漏れや誤りがないか点検します。 

 

⑦ Ｇ工程（地積測定） 

ＦⅡ－１工程で得た境界点の座標値により、各筆の面積を算出します。あわせて区

域全体の面積を算出し、各筆の面積の合計と比較し、漏れや誤りがないか点検します。 

 

⑧ Ｈ工程（閲覧） 

一筆地調査結果及び一筆地測量・地積測定の成果を整理して「地籍図（案）・地籍簿

（案）」を作成し、土地所有者等に周知、公告のうえ、２０日間の閲覧を実施します。

閲覧期間中に訂正の申出等があった場合は内容を確認し、必要に応じて地籍図（案）・

地籍簿（案）を訂正します。閲覧及び訂正を経て、地籍図・地籍簿が確定します。 

 

〇令和１１年度（４年目） 

⑨ 認証（地籍調査成果の認証） 

閲覧等により確認された地籍図・地籍簿について、国土調査法に基づき三重県知事

の認証を受けます。認証後、地籍図と地籍簿は法務局へ送付され、地籍簿により登記

記録が書き改められ、地籍図が不動産登記法第１４条の地図（公図）として備え付け

られます。 

 

⑩ 「港地区２」 Ｅ１工程（資料収集・素図作成） 

並行して「港地区２」について、調査図面（素図）を作成する工程を進めます。 

 

松阪市では、国土調査法第１０条第２項による２項委託の活用を基本として地籍調査を

実施します。要件を満たす法人に業務を一括委託し、工程管理・品質確保と事業の効率化

を図ります。 
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５－１ 地籍調査の体制整備 

 
（１）事業主体 

地籍調査の事業主体は主に市町村であり、都道府県や土地改良区、森林組合などが

事業主体となって実施する場合もあります。 

国および都道府県は、制度・基準に基づく助言や支援を行います。事業主体は、計

画、住民対応、成果の確認(検査)等を統括し、測量や図面・帳票作成など専門性の高

い作業については、必要に応じて民間事業者へ委託して工程管理と品質確保を図りま

す。 

また、法務局や道路・河川等の管理者など関係機関とも連携・調整し、調査成果が

円滑に確定・活用されるよう取り組みます。 

 

（２）地籍調査の実施形態 

実施にあたっては、下記に示すとおり「直営」、「外注」及び国土調査法第１０条

第２項による「２項委託」の３方式があり、特に近年に新規着手した市町村では、２

項委託制度を活用して地籍調査が実施されています。 

 

委託可能な作業内容の範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 直 営 

実施主体の担当職員が直接調査を実施します。ただし、測量は外注することができ

ます。 

② 外 注 

地籍調査の進捗率向上及び実施主体の負担軽減のため、平成１２年度に新設された

もので、一筆地調査を外注することができます。 

③ ２項委託（国土調査法第１０条第２項による） 

第６次国土調査事業十箇年計画（平成２２年５月２５日閣議決定）により、地籍調

査の進捗率向上及び実施主体の負担軽減のために新設されました。国土交通省令で定

める要件に該当する法人に対して、全ての調査及び工程管理と検査を一括して委託す

ることができます。 

                                               

２２ 
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５－２ 地籍調査の事業費負担 

 

地籍調査は、自治事務として市町等の地方公共団体が実施します。地籍調査事業費は原

則として、５０％を国が、２５％を三重県が各々補助し、残りの２５％を松阪市が負担し

ます。 

 

負担区分と国費補助対象となる標準工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省地籍調査Webサイトより引用 
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５－３ 第７次国土調査事業十箇年計画の促進事業 

 

（１）第７次国土調査事業十箇年計画に位置付けられた地籍調査促進事業 

 国土交通省は、地籍調査を促進させるために、下記の方針により事業の進捗向上を

図っています。 

 

① 効率的手法導入推進基本調査（国が実施する調査） 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

   

   

 

  

 

 

 

② 地籍調査以外の測量成果の活用（国土調査法第１９条第５項指定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

２４ 

地域特性に応じた先進的・効率的な手法について、国が地籍調査に役立つ基礎的な 情報の

整備及び活用事例を蓄積・展開することで、市町村等での導入推進を図ります。 

MMS 等活用型 

MMS の計測データや民間測量成果、公物管

理者が保有する情報等を活用し、迅速な

官民境界情報等の整備及び効率的な地籍

調査手法の普及のため、官民境界に関す

る基礎的情報を整備します。 

リモートセンシングデータ活用型 

リモートセンシングデータを活用した効

率的な地籍調査手法の導入推進のため、活

用事例を蓄積・展開するとともに、リモセ

ンデータの整備を図ります。 

地域特性に応じて実施 

○ 先進的・効率的な地籍調査手法の導入により、地籍調査を推進します。 

 ○ 活用事例の蓄積・普及により、市町村等における当該手法の導入を促進します。 

・効率的な地籍整備の推進を図るため、民間事業者による宅地開発事業や地方公共団体に

よる区画整理事業等の土地に関する様々な測量成果を活用します。 

・各成果の精度や正確さが国土調査と同等以上の場合、当該成果を地籍調査の成果と同等

に取り扱うことを国土交通大臣等が指定します。 

＊MMS：モービルマッピングシステムの略
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（２）効率的手法導入推進基本調査（ＭＭＳ等活用型） 

 

ＭＭＳ（モービルマッピングシステム）とは、車両等に３Ｄレーザスキャナ・カメ

ラ及び自車位置姿勢データ取得装置を搭載し、移動しながら道路及び周辺の地形・地

物等を計測するシステムを用いた調査手法で、主に都市部において導入が進められて

います。 

 これまでの主な調査成果である地図と簿冊に加え、ＭＭＳで撮影・計測した写真、

三次元点群データ及び既存測量成果等の活用により、遠方に居住していて立会いが困

難であった土地所有者等に対して筆界案を送付して土地の境界の確認を得ることが可

能となり、立会いに必要な期間や人員の削減等の効率化を図ることができます。 

 また、ＭＭＳを搭載した車両で走行しながら計測するため、広範囲の地形データを

短時間で計測可能であり、計測範囲によっては現地測量コストの削減等の効率化を図

ることができます。 

現在は、甲２、甲３精度の地区において、ＴＳ（トータルステーション）により細

部測量等を実施し、細部測量点を調整点としてＭＭＳにより境界推定点位置を計測し、

筆界点の位置誤差を許容範囲に収める手法で、図面化が進められています。 

 また、ＭＭＳでの測量は、周りの地物のデータも取得できるなど、筆界以外の情報

を収集することができるため、今後、図面等調査の推進に繋がると期待されています。 
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５－４ 地籍調査の効果 

  

（１）土地境界をめぐるトラブルの未然防止 

   地籍調査を行っていない地域では土地の売買や相続などの際に、隣接地の土地所有

者との間で境界争いなどのトラブルが発生する場合があります。 

   地籍調査では、土地の境界を土地所有者等の立会いのもとに確認し、その結果が数

値データで記録・保存されるため、将来の境界紛争が未然に防げます。 

（２）登記手続きの簡素化・費用縮減 

   土地を分割する際に地籍調査を行っておらず境界が不明確な場合、隣の土地所有者

と境界の確認をして測量を行う必要があるため、費用と時間を要する場合があります。 

   地籍調査を行っていると、境界の確認作業が円滑に行われるため、登記手続きに要

する費用を削減し時間を短縮することができます。 

（３）土地の有効活用の促進 

   地籍が不明確であると、再開発事業や土地有効活用の妨げとなり、土地の流動化や

都市基盤整備の推進を妨げる要因の一つになる場合があります。 

   地籍が明確化されると土地取引や開発事業の用地取得が円滑となり、土地の流動化

や有効活用を推進するための基礎ができます。 

（４）建築物の敷地に係る規制の適用の明確化 

   建物を建築する際には都市計画法や建築基準法による制限の適用を明確にするた

め、地籍が不明確な土地は敷地や道路等の境界を明確にする必要があります。 

   地籍調査を行った地域は、規制の適用を明確にすることができるため、都市計画制

限や建築確認にかかる手続きを円滑に行うことができます。 

（５）各種公共事業の効率化・コスト縮減 

   地籍調査がされていないと、事業のたびに現地で土地所有者等の立会いによる境界

確認や測量が必要になるなどの無駄が生じたり、境界の同意が得られず事業の進捗に

支障が生じる場合があります。 

   地籍調査が行われていると、計画当初から取得すべき土地の情報を知ることができ、

円滑な土地取得と事業の推進を図ることができます。 

（６）公共物管理の適正化 

   地籍調査が行われていない地域では、道路・河川等と民地との官民境界や、法定外

公共物の存在が不明確な場合があり、公共事業や建築確認などの土地に関する手続き

の際に官民境界の確認が煩雑になる場合があります。 

   地籍調査を行うことにより、官民境界が明らかとなり、境界確認申請への対応が効

率的となり住民負担の軽減が図れ、行政機関の事務効率も向上します。 

 

（７）災害復旧の迅速化 

   地籍調査未実施地域において災害が発生し土地の形状が変わってしまうと元の土

地の境界に関する正確な記録がないため、復旧が遅れる場合があります。 

   地籍調査を行っていると土地の形状が変わっても元の境界を現地で復元すること

ができるため、復旧に迅速に取り掛かることができます。 
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（８）課税の適正化・公平化 

   税は公平負担の原則が求められますが、地籍調査が行われていないと固定資産税の

課税に正確な土地の実態が反映されず、不公平な取扱いとなっている場合があります。 

   地籍調査を行うことによって、正確な地目・面積が把握されるため、固定資産税の

課税の適正化・公平化を図ることができます。 

（９）ＧＩＳ（地理情報システム）による多方面での利活用 

   行政の効率化等のためＧＩＳの重要性が高まっていますが、地籍調査が行われてい

ないとＧＩＳのベースとなる地図情報が不明確となり、利用価値が低いものとなりま

す。 

   地籍調査が行われていると、地籍調査成果がＧＩＳ構築のベースマップとして利用

でき、位置を基準とする様々な属性情報と結びつけて利用することができます。 
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５－５ 松阪市災害特定地域図  

 

  

松阪市では河川及び沿岸部、山間部を中心に災害特定地域が指定されており、災害が発

生する可能性が高いとされています。 
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５－６ 地籍調査及び類似調査集計表 
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５－７ 優先地区町別地目別筆数集計表 
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５－８ 用語集 

 

（１）法令関係 

・国土調査事業十箇年計画（こくどちょうさじぎょうじゅっかねんけいかく） 

   国が国土調査法に基づき、地籍調査などの国土調査を計画的・重点的に進めるため

に定める１０年間の基本計画のことです。この基本計画を踏まえて、地方自治体が事

業を推進します。 

現在は第７次国土調査事業十箇年計画の期間中（令和１１年度まで）です。 

・国土調査法第１０条第２項（こくどちょうさほうだいじゅうじょうだいにこう） 

   市町村の負担を軽減し調査の促進を図ることを目的に、本来地籍調査の主な実施主

体である市町村が行う工程管理や検査を、国土交通省省令で定められた要件を満たす

民間事業者に委託することができる規定のことです。 

 

（２）法務局関係 

・公図（こうず） 

法務局に備え付けられている図面のことで、隣接する土地との境界線、土地の位置、

形状及び地番が表示されています。明治時代の地租改正事業の際に土地台帳の附属地

図として作成されましたが、精度が低く地図に準ずる図面と呼ばれています。 

・土地登記簿（とちとうきぼ） 

法務局に備え付けられているもので、土地の地番ごとに、土地の表示（地番、地目、

地積、異動原因など）や所有権等が記載された帳簿のことです。 

・不動産登記法（ふどうさんとうきほう）第１４条第１項地図 

法務局に備え付けられた地図のうち、地籍調査や区画整理等で作成された精度の高

い正確な地図のことで、境界を一定の誤差の範囲内で復元することができる地図のこ

とです。 

・法務局（ほうむきょく） 

土地などの登記事務をつかさどる国の行政機関のことです。松阪市を管轄している

のは、法務省津地方法務局松阪支局です。 

 

（３）現地調査関係 

・一筆地調査（いっぴつちちょうさ） 

土地所有者等の立会いにより、双方の土地の境界を確認し境界標を設置する作業の

ことです。合わせて土地の所有者、地番、地目の調査も行います。 

・境界（きょうかい） 

隣接する一筆の土地同士を区分した線（公法上の境界）のことです。※地籍調査事

業では、公法上の境界を調査します。 

・境界標（きょうかいひょう） 

隣接する土地同士の境界を示す標識のことで、双方の土地所有者等が確認した境界

に設置します。 

境界標は、土地の境界を示すために大変重要なものです。勝手に動かしたり、壊し

たりすることがないように適切に管理していただく必要があります。 

・合筆（ごうひつ、がっぴつ） 

隣り合う二筆以上の土地を合わせ、一つの地番にすることです。合併ともいいます。

基本的に若い地番へ合筆しますが、宅地の場合は住所地番に合筆します。 
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・地籍調査票（ちせきちょうさひょう） 

一筆の土地に対して１枚作成し、土地の所在、地番、地目、地積、所有者及び現在

の権利関係を記載したもので、一筆地調査の結果である合筆、分筆、住所変更などの

異動内容を整理し、境界立会い者が署名をする個票のことです 

・長狭物調査（ちょうきょうぶつちょうさ） 

道路や河川、水路等の狭く細長い土地のことを長狭物と言い、隣接する土地所有者

等の立会いにより、民地との境界を調査して境界標を設置する作業のことです。 

一筆地調査の際に合わせて行う場合もあります。 

・調査図素図（ちょうさずそず） 

法務局の図面を基に作成し、土地所有者名や地番、地目、その他調査に必要な事項

等を記載した図面のことです。現地調査（一筆地調査）の際に使用します。 

・筆界未定（ひっかいみてい） 

土地所有者等の立会いが得られない場合や、双方の土地所有者等の意見が相違して

境界が確認できないなどの理由で、最終的に境界が確認できない場合の調査処理方法

です。この処理は筆界未定箇所のみならず、隣接する土地すべてに影響します。 

なお、地籍調査終了後に境界が確認できて登記をする場合は、自己負担で測量や登

記事務を行う必要があります。 

・分筆（ぶんぴつ） 

一筆の土地を二筆以上に分けることをいいます。塀や柵で区切られている場合、地

目が違う場合等に土地所有者等の承認を得て分筆します。分割とも言います。 

・リモートセンシング技術（りもーとせんしんぐぎじゅつ） 

  人工衛星・航空機・ドローンなどに搭載したセンサーを使い、対象物に直接触れず

に地表や物体の情報を取得・分析する技術です。（地籍調査では、山林部などにおいて

境界線を図上で線引きし、現地の立会いを省略する手法です。） 

 

（４）事務手続き関係 

・氏名及び住所の訂正（しめいおよびじゅうしょのていせい） 

登記簿の土地所有者名に誤りがあった場合は、氏名の訂正を行います。また、登記

簿の住所が現住所と異なる場合には、住所の変更を行います。 

・地籍（ちせき） 

一筆ごとの土地に関する記録のことです。 

・地積更正（ちせきこうせい） 

地籍調査の実測面積と登記面積が異なる場合に、実測面積へ修正することです。 

・地籍図（ちせきず） 

地籍調査の成果の一つで、土地一筆ごとの境界を高精度な測量技術を用いて正確に

測量し、作図した地図のことです。法務局へ送付されると、不動産登記法第１４条第

１項地図として備え付けられます。 

・地籍簿（ちせきぼ） 

地籍調査の成果の一つで、土地一筆ごとの所在や地番、地目、面積、所有者及び異

動内容について、地番順に整理した簿冊のことです。 

・地番変更（ちばんへんこう） 

特定の地番が重複している場合や、枝番に－イ、－ロ等の数字以外の表記が使われ

ている場合、枝番に更に孫番が付されている場合等は地番を変更します。 
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・地目（ちもく） 

土地の用途による分類のことで２３種類あり、土地の現況や利用状況に応じて一筆

ごとに区分されます。登記地目と現況が異なる場合は、登記簿の地目を修正します。 

・認証（にんしょう） 

地図及び簿冊が全国統一的な基準により作成され、一定限度以上の精度と正確性を

有するかを最終的に審査することです。認証は都道府県知事に申請し国の承認が得ら

れると都道府県知事が認証します。 

・筆（ひつ、ふで） 

土地を数える単位で、所有権等を明確にするために、人為的に分けた土地の区画の

ことを言います。法務局では、一筆ごとに登記され、土地取引の基準となっています。 

 

（５）作業工程関係 

・作業工程（さぎょうこうてい） 

  Ａ・Ｂ工程（計画・準備）  

    調査地域の選定、関係機関との調整、住民説明会の開催、実施計画の策定、推進

委員の委嘱など、事業の土台を作る最初の工程です。 

   Ｃ・Ｄ工程（地籍図根測量） 

    境界標を測量するために、所定の密度で三角点（地籍図根三角点）、基準点（地 

籍図根多角点）を設置し、測量する工程です。 

  Ｅ工程（一筆地調査） 

    土地の所有者など関係者が現地に立会い、公図や登記簿等を参考にしながら、一

筆ごとの土地の境界（筆界）を確認し境界標を設置する工程です。 

  Ｆ工程（一筆地測量・原図作成） 

    設置した境界標（筆界点）を、基準点（地籍図根多角点）を基に精密に測量し、

正確な「地籍図原図」を作成する工程です。 

   Ｇ工程（地積測定） 

    一筆地測量で得られた境界標の座標値から、一筆ごとの土地の面積（地積）を計

算する工程です。 

  Ｈ工程（成果の作成・閲覧） 

    測量結果と調査記録を整理し、「地籍図」と「地籍簿」を作成して土地所有者等に

２０日間の閲覧に供し、内容を確認していただく工程です。その後、成果は国・県

の手続きを経て法務局に送付されます。  

・工程管理（こうていかんり） 

   地籍調査が計画通りに、かつ品質を保ちながら円滑に進むよう、各作業工程（測量、

調査、図面作成など）の進捗状況を把握・監視し、問題があれば適時に指示・調整を

行う管理活動のことです。 
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５－９ 関係法令等 

 

（１）法令 

 ・国土調査法（昭和２６年法律第１８０号） 

 ・国土調査促進特別措置法（昭和３７年法律第１４３号） 

 

（２）政令 

 ・国土調査法施行令（昭和２７年政令第５９号） 

 ・国土調査促進特別措置法施行令（昭和４５年政令第２６１号） 

 

（３）省令 

 ・国土調査法施行規則（平成２２年国土交通省省令第５０号） 

 ・地籍調査作業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号） 

 ・基準点測量基礎計画（昭和２７年総理府令第５２号） 

 ・基準点測量作業規程準則（昭和６１年総理府令第５１号） 

 ・地籍基本調査基礎計画（平成２年総理府令第４１号） 

 ・効率的手法導入推進基本調査作業規程準則（平成２年総理府令第４２号） 

 ・被災地域境界基本調査作業規程準則（平成２８年国土交通省令第６６号） 

 

（４）規程等 

 ・地籍調査作業規程準則運用基準（平成１４年３月１４日国土国第５９０号） 

 ・地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成１４年３月１４日国土国第５９１号） 

 ・地籍調査事業工程管理及び検査規程細則（平成１４年３月１４日国土国第５９８号） 

 ・２項委託に係る地籍調査事業工程管理及び検査規程細則（平成２４年３月２９日国土

籍第５６９号） 

 ・地籍調査事業（航測法による地籍調査）工程管理及び検査規程細則（令和３年８月３

１日国不籍第３３８号） 

 ・２項委託に係る地籍調査事業（航測法による地籍調査）工程管理及び検査規程細則（令

和３年９月２８日国不籍第３８７号） 

 ・地籍調査事業（街区境界調査）工程管理及び検査規程細則（令和３年６月９日国不籍

第１４３号） 

 ・２項委託に係る地籍調査事業（街区境界調査）工程管理及び検査規程細則（令和３年

６月９日国不籍第１６８号） 

 

 

※本資料に掲げる法令等については、改正その他の事情により内容の変更が生じた場合、

必要に応じて修正する。 
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